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はじめに

EYFS と は Early Years Foundation Stage

（＝早期基礎段階） の略であり、イギリス（イ
ングランド）の 0～4歳の乳幼児 1）の学びと発
達、養護の枠組みを表す言葉である。そして保
育機関等 2）で就学前教育・保育を実施するに
当たって、その元締めともいえるガイドライン
が Statutory Framework for the Early Years 

Foundation Stageである。EYFSは前労働党
政権時の 2008年に初めて発行され、現政権下
の 2012年に現在のものが発行された。

1997年総選挙でそれまで 18年間政権を担っ
てきた保守党は敗れ、労働党が政権の担い手と
なった。1990年前後より幼児教育・保育分野
に対して当時の保守党政権下において政策的な
関与が強まっていたが、政権交代によってかつ
てないほどの財源が投入され、この分野で大き
な変化が進行した。しかし 2010年総選挙で労
働党は政権の座を失い、代わって成立した保守
党・自由民主党の連合政権により労働党政権下
の幼児教育・保育政策に見直しや財源カットが
行われることとなる。政権交代後 2年が経過し、
ほぼ現政権下の態勢が整ってきた。

EYFS（2012）は導入、第 1章・子どもの学
びと発達、第 2章・アセスメント、第 3章・

安全基準と福祉の 4部で構成されている。導入
で EYFSの意義と目的について、第 1章では
小学校以降のナショナル・カリキュラムの前段
階として位置付けられる就学前教育の「到達目
標」、第 2章では到達目標に照らしあわせての
「アセスメント」の実施について、第 3章では
児童保護の観点から施設・スタッフの要件など
の「設置・運営基準」について順に述べられて
いる。
本稿では EYFS（2012）の第 1章と第 2章
の内容である「到達目標」および「アセスメン
ト」に注目する。EYFS（2012）発行に至る経
緯を述べた上で、抄訳を示し、現政権下のイギ
リスの就学前教育実施の特徴について考察する。

1．EYFS（2012）発行に至る経緯

イギリスの小学校・中学校にナショナル・カ
リキュラムが導入されたのは、1988年教育法
に基づく。その後当時の保守党政権のもとで、
今日の EYFSの出発点の一部である DOL（＝
Desirable Outcomes of Learning；『学習の望
ましい成果』）が 1996年に制定された。それ
により就学前教育の内容、到達目標および小学
校教育への連続性が示された。当時、DOLは
就学前教育内容に関する法的な基準として作成
され 3）、十数ページからなるパンフレットとし
て作成・配布された。
今日の EYFS（2012）は前述のとおり就学
前教育の内容・目標だけではなく養護すなわ
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ち乳幼児のデイケア供給の規準も含まれてい
る。ここでいう乳幼児のデイケアとは、就業等
の事情で家庭において乳幼児の世話をすること
ができない保護者に代わって、日中乳幼児を預
かり世話をすることを意味している。デイケ
アの場（個人宅、施設等）において放置や怠
慢、虐待など乳幼児の不適切な取り扱いを防
止するという児童保護の観点から法律による
規制が始まったのは 1948年の「保育室および
チャイルドマインダー規制法（Nurseries and 

Childminders Regulation Act）制定に遡るこ
とになるが、この法律は 1968年の改正を経て
も実効性の点で疑わしく、十分にその役割を果
たしていたとは言い難かった。この状況の改善
に向けて一歩を踏み出したのが 1989年子ども
法である。この法律によりデイケア供給機関に
対し査察が義務付けられた。
このように 1989年子ども法、1996年 DOL

の制定に見るように、1990年前後より当時の
保守党政権のもと、就学前教育・保育分野での
大きな変化が始まっていた。ついで 1997年に
労働党へと政権交代が起こり、乳幼児の保育・
教育分野は重要な政策的対象として多くの財源
が投入されることになった。

DOLに関しては、政権交代後 1999年に
ELG（Early Learning Goal；『早期学習目標』）
に置き換えられ、就学前の 3・4歳児を対象と
した就学前教育の到達目標として示された。続
き 2000年には就学前教育のガイドラインとし
て Foundation Stage Guidance（『基礎段階の
手引き』）が発行され、3・4歳に対する幼児教
育は義務教育の準備段階として明確に位置付け
られたのである。
その後、多くの調査研究を踏まえて対象が 0

～2歳児まで拡大され、0～4歳段階が Early 

Years Foundation Stageと大きく一つの段階
にまとめられた。さらに、児童保護等の観点か
らデイケアを提供する保育機関等の設置・運営
に関する基準も統合され、2008年に EYFSが
発行された。この EYFS（2008）は A4で百十
数枚に及ぶという長大なものとなり、綿密な記

述がなされるとともに、多くの資料が保護者対
象のものも含め作成された。
次いで 2012年に改訂版が発行され、これが
現在の EYFSである。

2．EYFS（2012）抄訳；

導入／第 1章　子どもの学びと発達／第 2章
アセスメント
以下、EYFS（2012）の導入、第 1～2章の
全訳を示す。

〈導入〉
Ⅰ ．どの子どもも人生において最良のスタート
を切り、持てる能力のすべてを発揮できるよ
う支援されなくてはならない。子どもは幼少
期において目覚ましく発達を遂げ生後 5年ま
での経験は将来の可能性に大きな影響を与え
る。安心・安全で幸福な子ども時代がそれ自
体尊重されなくてはならない。保護者による
良い養育と質の高い乳幼児期の学びが相伴っ
て、子どもが成長した後に存分に能力と才能
を発揮できるようになる基礎を培うのである。

Ⅱ ．EYFSは子どもの学びと発達を確かなもの
にし子どもの健康と安全を守るための基準を
示している。これらの規準を、乳幼児保育を
供給するすべての機関等は満たさなくてはな
らない。EYFSは保育者による教えと子ども
の学びを向上させ子どもの「就学準備」を確
かなものとし、学校と社会生活にわたる良き
未来がひらかれるための正しい基礎を培うよ
うな広範な知識と技能を子どもに与えるもの
である。

Ⅲ．EYFSは次のことを求めている；
　・ すべての保育機関等は、どの子どももよく
成長し誰も取り残されないように、質と一
貫性を保つ。

　・ 安定した基盤を持ち、子どもの個別のニー
ズと興味にもとづいて計画され、定期的に
評価を受け、子どもに学びと発達の機会を
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提供する。
　・保育者と保護者の連携がある。
　・ どの子も認められ支援されるような、機会
均等・反差別の保育が実践される。

Ⅳ ．EYFSは子どもの学びと発達、および保護
と福祉の増進について強く求めている。学び
と発達について以下のように定めている；
　・ すべての保育機関等で、子どものための活
動と子ども自身の経験（教育プログラム）
によって学びと発達がなされる。

　・ ELGについて、保育者は、子どもたちが
その目標（就学まで獲得するべき知識、技
能、理解）に到達するように援助しなくて
はならない。

　・ 子どもの進歩の状況を測定し、評価し、保
護者等に報告する。

Ⅴ ．保護と福祉の増進については、保育機関等
が子どもの安全を守り福祉を増進するよう、
手続きを定めている。

共通理念
Ⅵ ．すべての保育機関等は以下の 4の基本方針
にそって保育実践を行わなくてはならない；
　・ どの子どもも独自の存在であり、学び続け
るのであり、粘り強く有能で、自信を持ち、
自己を肯定することができる。

　・ 子どもは肯定的な関係をとおして、自分が
強く自立的であることを学ぶ。

　・ 子どもは望ましい環境の下で学び成長する
が、その環境とは個別のニーズが満たされ、
保育者や保護者との強い絆で結ばれている
というものである。

　・ 子どもの発達と学びは異なる過程をたどる。
　　 本手引きは特別な教育ニーズや障がいのあ
る子どもを含め、すべての保育機関等にお
いて適用されるものである。

〈第 1章　子どもの学びと発達〉
1.1 本章は、保育機関等が保護者等との連携の

もとに、監督下にあるすべての子どもの学び
と発達を向上させ、就学の準備を確実なもの
にするためになすべきことについて述べる。
これらのなすべきことは子どもがどのように
学ぶかという最新の根拠に基づいており、将
来のために子どもが基礎的なものとして必要
とする、広範な技能・知識・態度を反映して
いる。保育機関等は、与えられた機会から十
全の利益を得るように整えられている EYFS

で示された内容を子どもが確実に満たすこと
をめざし、子どもたちの能力の発達を導いて
いかなくてはならない。

1.2 EYFSで求められる学びと発達は以下のよ
うに成り立っている；
　・ 学びと発達、教育プログラムは 7領域あ
る（後述）。

　・ ELG（前述）とは、レセプションクラス
学年 4）の終わりまでにはすべての子ども
が身に付けておかなくてはならない知識・
技能・理解を要約したものである。

　・ 評価は一定の手続きにより行われる（保育
者が行う子どもの到達度のアセスメントの
時期と方法、保護者等と子どもの進歩の状
況について話し合うべき時期と方法）。

課外・休日の学童保育等について
1.3 課外・休日の学童保育については、EYFS

に基づくべきではあるが、子どもの発達と学
びについては必ずしも基準を満たさなくても
よい。保育者およびそれに準ずるものは、支
援の一環として、子どもが多くの時間を過ご
す学童保育の場で補習を行うことを保護者と
話し合うものとする。

学びと発達の領域について
1.4 保育の場での教育プログラムには学びと発
達の 7の領域がなくてはならない。すべての
学びと発達は重要であり、相互に関連してい
る。中でも以下の 3の第一領域 prime area

は、子どもの好奇心を刺激し、学ぶことへの
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熱意を持たせ、学んだり良い関係を築いたり
勢いづいたりする力を育むにあたり核となる
ものである；
　・コミュニケーションと言語
　・身体的発達
　・人格的・社会的・情緒的発達

1.5 保育機関等は、次の 4の特定領域 specific 

areaについて先の重要領域に重きを置いた
実践を通して子どもを援助しなくてはならな
い；
　・読み書き
　・算数
　・周囲の事物の理解
　・表現芸術とデザイン

1.6 教育プログラムでは、活動と経験の両方に
よって、以下のことを行わなくてはならな
い；
　・ コミュニケーションと言語の発達には、子
どもが豊かな言語的環境を享受し、自分自
身を表現する自信と技能を身に付け、さま
ざまな状況の下で話したり聞いたりする機
会を与えることが含まれる。

　・ 身体的発達には、子ども自身が能動的に人
と交わり、調整力と運動能力を発達させる
機会が含まれる。また、子どもは運動の大
切さを理解し体に良い食べ物を選択できる
ように援助されなくてはならない。

　・ 人格的・社会的・情緒的発達は子どもが自
己と他者を肯定することによってもたらさ
れる。他者と肯定的な関係を築き、他者を
尊重すること、社会的スキルを発達させ自
分の感情を調整できるようになること、集
団の中での望ましいふるまいを身に付け、
自分の能力に自信をもつことなどがこれに
含まれる。

　・ 読み書きの発達とは、子どもが音と文字を
結びつけるようになり読んだり書いたりす
るようになることである。子どもの興味関
心を高めるために、広い範囲の読み物（本、

詩その他の文字で書かれた教材）に接する
機会が与えられるべきである。

　・ 算数には、数えたり数字の意味が分かり使
え、簡単な足し算や引き算ができる技能を
発達させたり、ものの形や空間、計測する
ことがわかるような機会が与えられること
が含まれる。

　・ 周囲の事物の理解には、子どもが探究し観
察し人々や場所、技術や環境について発見
をすることで、ものの身の回りの社会につ
いてわかるようになることを含む。

　・ 表現的芸術とデザインには、子どもが広い
範囲での媒体や材料を探究して遊べるよう
にし、造形、音楽、リズム、ロールプレイ、
デザインやテクノロジーの多様な活動を通
して自分の考えや発想、感じたことをすす
んで伝え合えるような機会を与えることを
含む。

1.7 保育者は一人一人の子どものニーズや興
味・発達過程を考慮し、学びと発達のすべて
の領域において、それぞれの子どもが喜んで
試してみようとする経験を計画するために情
報を活用しなくてはならない。最年少の子ど
もに接する保育者が強く力を入れるべきは 3

つの第一領域であり、これは 4つの特定領域
での学びの成功の基礎となるものである。3

つの第一領域はすべての子どもが発達を遂げ
効果的に学び、就学準備が整うにあたり中心
的な必要な技能や能力を反映している。これ
らの 3つの領域に同じように焦点を当てて
子どもは成長につれてどの領域にも自信と能
力を身に付けていくようになることが期待さ
れる。しかし乳幼児期を通してもし子どもの
進歩がどの領域化において懸念が生まれるな
らば、保護者等とどのように子どもを支援し
ていくかについて話し合わなくてはならない。
保育者はこどもに特別な教育のニーズがある
のかどうか、あるいは専門的な支援が必要な
障がいがあるのかについて認識しておかなく
てはならない。そして適切に他機関との連携
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を行うようにするべきである。

1.8 家庭の言語が英語ではない子どもに対して
は、保育機関等は子どもの家庭の言語の発達
を助けるために、遊びや学びの中で家庭の言
語発達が促される機会を与えるように努めな
くてはならない。それと同時に、入学時にそ
の後の学業に対する準備が整うように、子ど
もが就学前の時期に一定の英語力を身に付け
るよう適切に機会を与えなくてはならない。
子どものコミュニケーション、言語、読み書
きの技能のアセスメントを行うときには、英
語でどの程度身に付けているかどうかのアセ
スメントを行わなくてはならない。もし子ど
もに英語力が十分でないなら、言語面での遅
れについての理由が明らかになるように、保
護者等とともに家庭の言語で技能を育てる方
策を求めなくてはならない。

1.9 学びと発達のそれぞれの領域は、計画的に
ねらいをもった遊びを通して、大人が主導す
る活動と子どもが自分で始める活動が合わ
さった形態で実行されなくてはならない。遊
びは子どもの発達にとって本質的な役割を果
たし、探究したり、問題解決について考えた
り、他者と関わったりすることを学ぶにあ
たっての自信を育てる。子どもは遊びに主体
的に取り組むことにより、あるいは大人に導
かれて遊びに参加することにより学ぶ。子ど
もが自分で始める活動と大人が主導する活動
のバランスについては保育者の臨機応変な判
断が求められる。保育者はそれぞれの子ども
の緊急のニーズや興味に応答的に関わり、温
かく、肯定的な相互関係を通して発達を導い
ていかなくてはならない。子どもの成長に伴
い、発達に応じて、就学のために子どもがよ
りフォーマルな学びに対し子どもが準備でき
るように、大人が主導する活動の比重が大き
くなるよう徐々にシフトしていくことが期待
される。

1.10 　子どもの活動を計画し指導するときには、
保育者は子どもの個人差を考慮していろいろ
な方法を用いなくてはならない。効果的な導
きと学びは以下のことを特徴とする；
　・ 遊びと探求―子どもは探り、経験し、やっ
てみる。

　・ アクティヴ・ラーニング―子どもは困難に
出会うと集中し試し続け、やり遂げること
を楽しむ。

　・ 創造と批判的思考―子どもは自分自身の考
えを持ちそれを発展させ、考えをめぐらし、
物事を成し遂げるための方略を編み出す。

1.11 　それぞれの子どもには担当者が責任を持
つ。施設長は保護者等に担当者の名前を知ら
せ、その役目を説明し、子どもの保育が始め
られる。担当者はどの子どもに対してもニー
ズに応じて子どもの学びとケアが個別に調整
されることを確実に行わなくてはならない。
担当者は保護者等に対し家庭での養育につい
て助言し支援を行わなくてはならない。適宜
必要に応じて専門家の助言を受けて家族の支
援を行うべきである。

1.12 　子どもの質の高い学びに求められるのは
質の高い保育者の存在である。十分な資格を
持ち熟練した職員はどのような状況にあって
もその潜在的な可能性を強力に引出し、子ど
もに最良の成果をもたらす。保育者の資格に
ついての規定は第 3章に示されている。施
設長はスタッフ全員が子どもに対し常により
良い学びの経験を与えられるように、スタッ
フの研修やニーズに対しよく配慮を行わなく
てはならない。

1.13　次項に示される水準まで、早期基礎段階
の終わりまでには子どもが到達することが期
待されるべきである。
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ELG（早期学習目標）について
 第一領域
・コミュニケーションと言語 
聞くことと注意力：いろいろな状況で注意深く
聞く。物語を聞き、正確に筋を予想し、関連
した意見や疑問、行動について耳にしたこと
に反応する。別の活動をしていても他の人が
言っていることに注意を向け、ふさわしい応
答をする。
理解：目的や行動に沿っての指示に従う。自分
の経験したことについて「どのように」「なぜ」
の質問に答え、物語や出来事に反応する。
話すこと：相手の状況に配慮しながら自分の言
いたいことを効果的に伝える。ものごとを伝
えるのに、すでに起きたことか、これから先
のことなのかについて過去・現在・未来の時
制を正確に用いる。考えや出来事を結び付け
て自分なりの筋道をもって説明する。
・身体的発達 
動きと操作：粗大運動と微細運動の両面でコン
トロールと調整ができる。いろいろなやり方
で、安全に空間をうまく使って落ち着いて動
く。鉛筆の持ち方を含め、設備や道具を効果
的に操作する。
健康と自己管理：健康にとっての運動、望まし
い食習慣の大切さを知り、健康で安全な生活
を保つ方法について話す。身の回りの始末や
ひとりでトイレに行けることを含め、身の回
りを清潔にし、生活に必要な活動を自分で行
う。
・人格的・社会的・情緒的発達 
自信と自己認知：自信をもって新しい活動に取
り組み、ほかの活動よりもある活動が好きで
ある理由が言える。親しい集団の中で自信を
もって話し、自分の意見を言い、選んだ活動
に必要なものを選ぶ。助けてもらいたいかそ
うでないのかを言う。
感情と行動のコントロール：どのように気持ち
を示すかについて話し、自分や他の人の行動
やその結果について話し、人から受け入れら
れない行動があることについて知る。グルー

プやクラスの一員として活動し、守らなくて
はいけないきまりがあることを知る。状況が
変われば自分の振る舞いも変え、決まってい
た手順についても自分なりに変えていく。
関係作り：他の人と協力して交代しながら遊ぶ。
活動をどのように進めるかについて他の人の
意見を聞く。ほかの人のしたいことや気持ち
に気付き大人や他の子どもと良い関係を作る。

 特定領域 

・読み書き 
読むこと：簡単な文章を読み、理解する。音
声学の知識を用いて定型的な言葉が分かり、
はっきりと正しく読む。よく用いられる非定
型的な言葉についても読む。読んだことのあ
るものについて話すときは自分が理解してい
ることを主張する。
書くこと：話し言葉を聞いて綴りを書くのに音
声学的な知識を用いる。よく使う言葉をいく
つか書く。自分や他の人が読めるような簡単
な文章を書く。単語のいくつかは正確な綴り
で書くことができ、いくつかは音声学的には
認められる綴りで書ける。
・算数 
数：1から 20まで正しく数え、順に並べ、一
つの数の前後の数を言う。ものの量や個数が
わかり、2つの一桁の数字の足し算と引き算
をして加えたり戻したりして答えを見つける。
2倍にしたり、半分にしたり、分配したりし
て問題解決をする。
形、空間、計量：大きさ、重さ、容量、位置、
距離、時間、金額などについてふだん使う言
葉で話し、量や個数を比べて問題解決をする。
パターンについてわかり、自分でパターンを
作り出してその説明ができる。毎日接してい
るものや形の特徴を見つけ出してそれらを言
い表すのに算数の用語を使う。
・周囲の事物の理解 
人々と地域：過去や現在に身の回りで起きたこ
とや家族のことについて話す。ほかの人がい
つも自分と同じようにものごとに対して喜ぶ
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とは限らないことを知っており、そのことに
ついて敏感である。自分たちと他の人たち、
他の家族、地域や伝統の共通点と相違点を
知っている。
世界：場所や物、素材や生き物について共通点
と相違点を知っている。自分の身の回りのこ
とと他の所のことがどのように違うかを話す。
動植物の観察をしなぜ物事が起こるかについ
て説明し変化について話す。
技術：家庭や学校などいろいろなところでいろ
いろな技術が使われていることに気付いてい
る。特定の目的に沿って技術を活用する。

〈第 2章・アセスメント〉
2.1 アセスメントは、子どもの進歩を認め、
ニーズを把握し、活動計画を立てたり支援し
たりするために保護者等と保育者にとって重
要な役割を果たす。プロセスのアセスメント
（形成評価）は、学びと発達のプロセスの中
核的な位置を占める。保育者はアセスメント
に携わることで子どもを観察し、達成度や興
味、学びの形を理解するようになり、その観
察結果を反映させてそれぞれの子どもの学び
の経験を形作るようになる。子どもとの相互
関係の中で、子どもの進歩について日々の観
察や保護者等の行う観察にも対応するべきで
ある。

2.2 アセスメントのために長い時間をとられ子
どもとの相互関係が損なわれることがあって
はならず、またいたずらに書類業務の増大が
あってはならない。書類業務は子どもの学び
と発達を促進するために必要最小限度のもの
であるべきだ。保護者等は子どもの学びと発
達が順調に進んでいることについて最新の情
報に接していなくてはならない。保育者は保
護者等や関連する専門家と共に、子どもの学
びと発達のどのようなニーズにも対応しなく
てはならない。

2歳時成長点検
2.3 子どもが 2歳から 3歳の間に、保育者は
子どもの成長の度合いを把握し、保護者等
に〈第一領域〉について子どもの発達の状況
を短く要点をまとめた文書にして渡すことが
義務付けられている。この成長点検では、子
どもの長じている部分と予期されるレベルに
至っていない部分のいずれも具体的に記され
なくてはならない。もし際立って緊急を要す
る状態であれば、あるいは特別な教育ニーズ
や障がいが認められた場合は、他の専門家
（特別支援の専門家など）と協力して今後の
学びと発達を支援する目標の設定とその実行
計画を立てなくてはならない。

2.4 〈第一領域〉以外に、保育者は子どもにつ
いて発達の段階と個別のニーズについてどの
ようなことをまとめるかを決めなくてはなら
ない。まとめは次の点について要点をおさえ
ていなくてはならない：どの分野で子どもが
よい伸びを示しているか、重ねての援助が必
要な分野はどれか、発達の遅れがあり（特別
な教育ニーズまたは障がい）特に留意すべき
分野にどのように焦点づけた取り組みを行う
か。どの問題や認識に対してもそれに応じて
具体的な活動や方略が示されなくてはならな
い。子どもが複数の保育機関を利用している
場合は、多くの時間を過ごしている機関でア
セスメントを行う。

2.5 保育者は、発達のまとめに基づいて、家庭
でどのように子どもの学びを支援するかにつ
いて保護者等との話し合いが行われなくては
ならない。保育者は保健訪問員や教師（子ど
もが 3歳時に学校ベースの保育機関に移った
場合）など他の専門家と共に、保護者等と成
長点検からの情報を共有するよう促すべきで
ある。保育者はまとめを示すにあたって、有
効に用いられるために、保護者等の合意を得
ていなくてはならない。〈子ども保健計画・
2歳児の保健と発達調査〉に対しては、適宜、
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できるだけ情報提供をするべきである（保健
訪問員が子どもの保健と発達について情報を
求めていれば、子どもと家庭の益に資するよ
うに発達の遅れを見つけたり有益な支援を
行ったりするために役立たせる）。保健調査
において成長点検（過程を明らかにし子ども
の発達の定期的な観察を反映したもの）の情
報が参考となって保健訪問員が子どものニー
ズを正確にすべて把握できることの一助とな
るべきである。もし効果が期待できるならば
保育機関等は関連する他の専門家と保護者等
が直接にやり取りできるように保護者等の了
解を得るべきである。

就学前アセスメントについて― EYFSプロ
ファイル（=Early Years Foundation Stage 

Profile） 
2.6 子どもが 5歳に達する最終学期、および

6月 20日以前に、どの子どもに対しても
EYFSプロファイルが終了していなくてはな
らない。このプロファイルは保護者等や保育
者、教師に対し子どもの知識・理解・能力の
全体像と共に期待される水準に対しどの程度
の成長の度合いを示したか、そして 1年生
になるに際しどの程度準備できているかにつ
いての情報を提供するものである。プロファ
イルは次のことを反映していなくてはならな
い：過程を重視した観察、関連する諸記録、
教師や保護者等が役に立つと判断したような
保護者等や他の大人との話し合い等。

2.7 どの子どもも ELG（第 1章参照）に即し
ての到達度が調べられなくてはならない。保
育者は子どもが期待される発達の水準に達し
ているのか、超えているのか、あるいは達し
ていないのか（‘緊急’）を示さなくてはなら
ない。これが EYFSプロファイルである。

2.8 第一学年の教師にはプロファイルの報告が
および効果的な学び（1.1参照）の 3つの観
点からひとり一人の子どもの技能や能力につ

いての短いコメントと共に渡されなくてはな
らない。これらをもとにレセプションクラス
教師と第一学年教師がひとり一人の子どもの
発達と学びの段階について話し合い、第一学
年での活動の計画の参考とするべきである。

2.9 学校等は、プロファイルの結果を保護者等
と共有しなくてはならず、プロファイルを作
成した教師等といつどのようにしてプロファ
イルについて話し合うかを説明しなくてはな
らない。子どもが複数の学校に所属した場合
は、最も長いあいだ在籍した機関等において
作成されなくてはならない。もし年度途中で
転出するよう場合、もとの学校は要請されて
から 15日以内に、転出先に ELGに即して
対象となる子どもの発達のレベルのアセスメ
ントについて送付しなくてはならない。子ど
もが夏学期に異動するのであれば、どの機関
がプロファイルを完成させるかについて合意
していなくてはならない。

2.10 　プロファイルは特別な教育ニーズをもつ
子どもや障がい児を含めてすべての子どもに
ついて作成されていなくてはならない。特別
な教育ニーズをもつ子どもや障がい児に対し
ては適切にアセスメントのやり方を調節され
なくてはならない。保育機関等はこの場合に
専門的な補助を必要とする場合もありうると
いうことを考慮するべきである。プロファイ
ル全般にわたって子どもは異なった技能と能
力を示すものであり、今後の計画を立てたり
特別に支援が必要であればそれを明らかにし
たりする上で子どもの発達の全領域について
アセスメントを行うことが重要になる。

地方自治体への情報提供
2.11 　幼児教育機関は EYFSプロファイルの
結果を法に基づき地方自治体に報告しなくて
はならない。地方自治体はこのデータを関係
する政府省庁に提出する責務がある。機関は
EYFSプロファイルが正しく実行されている
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かどうかについて地方自治体による立ち入り
検査、また、プロファイルとアセスメントに
関する資料や文献の調査を許可しなくてはな
らない。幼児教育機関は地方自治体が独自に
妥当な範囲で行う活動には参加しなくてはな
らず、妥当な要求に対してはEYFSプロファ
イルやアセスメントに関する情報提供を行わ
なくてはならない。

3．考　　察

以上、EYFS（2012）の〈導入〉、〈第 1章 

子どもの学びと発達〉、〈第 2章　アセスメン
ト〉について全訳文を示した。前身の EYFS

（2008）と比較すると、分量が四分の一程度に
減らされ、まずはこの点で負担が減ったこと
は確かである。EYFS（2008）では 69あった
ELGが 17にまとめられ、スリム化が図られた。
就学前教育に関わる第 1章、第 2章だけでなく、
養護や福祉にかかわる第 3章の部分について
も分量の削減は同様である。
この 2008年版から 2012 年度版への変化は、

2011年に発行されたクレア・チケルによるレ
ビューの提言に基づいている。チケルは EYFS

（2008）の果たした役割は大きいことを認めつ
つも、分量の長大さと求められるペーパーワー
クが現場の保育者の負担を過重なものにしてい
ることを危惧し、EYFS本来の目的を損なうこ
となく保育者の負担を軽くすることを重視した。
第 1章・第 2章の就学前教育に関わる部分
についての分量の削減は、学校教育の前段階と
しての幼児教育という就学前教育の意味合いを
より一層明確にした。第一領域、特定領域と
いう名称はチケル報告の中で提案され、EYFS

（2012）で採用された。第一領域は特定領域の
学びの基礎となるものとされ、特定領域は小学
校以上の学習への接続が前提となっている。

EYFS（2008）も就学前教育の充実という位
置づけは共通しており、小学校への接続の道の
りが発達の視点から詳述されていた。保育方法
や保護者等に対する支援を行う際の留意点も盛
り込まれ、到達目標はそれらの発達や支援の結

果生じるものとして、いわば幼児教育・保育の
プロセスが丹念に描きこまれたものであった。
しかしながら全体としては最終的な到達目標が
記述してはあるもののわかりづらく、EYFSプ
ロファイルの第一段階はこの 2008年版ととも
に実行されたのであるが、これについても判断
項目が多くわずらわしいものであったことは否
めない。

EYFS（2008）の発行に当たっては、本文冊
子のみならず具体的な保育方法の手引き、保護
者等に対する啓蒙のポスター、ＤＶＤなどが
パックとなってあまねく配布された。前労働党
政権下での幼児教育の普及のパワーがいかに強
力なものであったかの一端を示している。また
ネットなどでの情報提供の量もおびただしいも
のであった。これら山のような周辺資料につい
ては形を変えネット等を通じて現在も資料とし
て活用できる。

EYFS（2012）は 2008年版の功績を継承し
つつ、内容を整理統合して就学準備という目標
を段階的により明確に示したことになる。
なお、養護や福祉についての第 3章への言
及は別の機会に譲ることとする。

結　　び

EYFS（2012）の第 2章および第 3章は就
学前教育とそのアセスメントに関わる部分は日
本の『幼稚園教育要領』（以下、要領）「第 2章・
ねらい及び内容」と『保育所保育指針』（以下、
指針）「第 3章・保育の内容」と比較するとイ
ギリスと日本の双方の就学前教育の特徴がよく
理解できる。EYFSが小学校教育の準備段階と
いう位置づけを明確にしているのに対し、日本
の要領及び指針では小学校の準備という位置づ
けを第一義とすることはしない。また要領・指
針では幼児教育・保育の目標を「到達目標」と
せず「方向目標」とし、子どもの能力や技能が
就学前に一定のレベルに到達することを求めて
はいない。また、要領・指針ともに解説書があ
り教育・保育実践の手引きとしているが内容は
抽象的であり各機関での自主的・独創的な取り
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組みを期待している。またアセスメントについ
ては、日本の場合、子どもの直接観察によるも
のだけではなく保護者の意見なども反映して総
合的に行われる。

EYFSプロファイルについては小学校入学時
に幼稚園や保育所から送付される指導要録・
保育要録と対比することができる。EYFSプロ
ファイルが子どもの到達度を明示し必要な手立
ての明確化を意図するに対し、指導要録・保育
要録は成長の過程を伝え全体的な子ども理解を
促すものである。
イギリス、日本双方の幼児教育の目標の示し
方やアセスメントの方法、小学校への情報伝達
の方法は、それぞれの国の社会的状況や幼児教
育の位置づけの相違を反映したものである。ど
ちらが良いか是非を定めることには意味がない
が、幼児教育・保育の根拠を明確にし、共通の
枠組みに沿ってエビデンスを収集し、それに基
づき立案するという姿勢においてイギリスほど
焦点づけられた取り組みを支えるには、要領・
指針の内容は抽象的すぎるように思われる。こ
の点についての解明が今後の課題であろう。

注

 1） イギリスの義務教育就学年齢は 5歳。
 2） イギリスの就学前教育・保育は公立小学校の付

属施設の保育施設で行われるもの、独立学校の
教育の一段階として行われるもの、教育・福祉
の統合型センターで行われるもの、チャイルド
マインダーと呼ばれる個人の家庭で行われるも
の、プレイグループなど保護者の自主保育活動

の場ときわめて多様な形態で実施されるため、
このような表現を用いる。

 3） このとき、DOLは就学前教育の普及を目指す
幼児教育バウチャー計画の一環として、つまり
政府が幼児教育バウチャーを発行し、DLOに
合致した教育内容を提供する保育機関であれば
保護者自身でバウチャーが利用できる仕組みが
作られようとしていた。実際にはバウチャーの
発行は政権交代が起こり実現せず、財源は保育
機関に対する補助金の形で使われた。

 4） 満 5歳になった以後の 9月に義務教育は開始
されるが、原則として、5歳の誕生日を迎える
学期のはじめから就学準備を目的としてレセプ
ションクラスに入る。生まれ月によりレセプ
ションクラスに在籍する期間が 1学期のみの
子どもから 3学期までと幅が広く、夏学期生ま
れの子どもの在籍期間が短いことが問題になっ
ている。
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